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平成26年12月橋本市議会定例会会議録（第５号）その６ 

平成26年12月４日（木） 

                                          

                                        

 日程第42 議案第25号 市道路線の認定に

ついて 

○議長（石橋英和君）日程第42 議案第25号 

市道路線の認定について を議題といたしま

す。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第25号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第43 議案第26号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（石橋英和君）日程第43 議案第26号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 17番 松本君。 

○17番（松本健一君）今回の指定管理者の指

定に関しては、公益財団法人橋本市文化スポ

ーツ振興公社ということで、これは継続の契

約で３カ年の、先ほどの補正の中でも債務負

担行為4,500万円ということで、債務負担行為

は必ずしもこの事業者で決定という状態では

ないので、ここで最終的に認められれば、こ

の事業者というふうになるんですけれども、

そこで、一番はじめに、この市民会館が指定

されたときに、議会の中でもさまざまな意見

が出されたかと思います。そういった中で、

市内事業者の育成を図る上で、こういう市民

会館であったり、他市でいくと市民文化会館

であったり、公益性というよりも営業目的も

問わない施設で、市内外から活用していただ

くという施設で、言うならば、民間事業者的

な運営になろうかと思います。そういった中

で、今回、この継続を審議していく中では、

まず、実績をお知らせいただきたいと思いま

す。そこで、これまでの指定管理機関の利用

者数、売り上げ等の実績をお教えください。 

 二つ目、営利を問わずという部分において

は、広く知っていただくための活動があるか

と思います。他市を調べてみますと、市民会

館とかをインターネットホームページをちゃ

んと置いて、広報をしておられるところが多

いです。そういった中で、利用者の促進や利

便性の向上を図っておられるのか。 

 三つ目に、それ以外で、収益性を高める工

夫等の提案があったのかどうか。 

 四つ目は、今回の指定管理においては、今

後、複数の方から事業計画書を提出してもら

って選定していくべきだと私は思います。そ

の点に関して、今後、検討していくおつもり

はあるのかないか。 

 この四点についてお尋ねさせていただきま

す。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（枡谷俊介君）まず、利用者数で

ございます。平成24年度の利用者数は３万

6,973名、平成24年度は改修が年度途中までや

っておりましたので、３万6,973名。それから、

平成25年度は１年間通しでやっておりました

ので、６万8,038名となっております。 

 それから、売り上げでございますが、平成

24年度は、利用料収入が539万3,439円、それ

から、平成25年度が849万1,845円でございま
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す。 

 それから、広報でございますが、橋本市文

化スポーツ振興公社自体がいろんな形でホー

ムページ等で広報しておりまして、その中に、

市民会館の分を載せております。それから、

さまざまな広報につきましては、こちらのほ

うからも指導はさせていただいております。 

 それから、集客の努力でございますが、集

客につきましては、いろいろ市民会館の構造

的な問題もございます。単価の大きいホール、

これの稼働率を増やすということが一番集客

につながるんでございますが、市民会館自身

の駐車スペースが15台しかありません。駐車

場の問題を考えますと、平日に大きなイベン

トはなかなか難しいということで、どうして

も土日、それから祝日に限定した大きなイベ

ントということで、日が限定されるというこ

とで、なかなか大きな増収が難しい、なかな

か対応しにくいということがございます。隣

に保健福祉センターができまして、若干緩和

はしておりまして、また、今、西別館を取り

壊しまして、駐車場はより広くなりますので、

こういう点からも、若干、集客に向けた取り

組みもしていけるかなと。平日もほかのイベ

ントと重ならないよう、保健福祉センター等

と重ならないように考えながらやっていける

かなというふうに考えております。 

 それから、公募すべきとのことでございま

すが、橋本市文化スポーツ振興公社は文化、

スポーツ、レクリエーションの振興をもって、

広く住民の健康で豊かな生活と市民サービス

の向上を目的として、本市の財政の健全化と

いう問題や民間的な経営感覚の導入、それか

ら、民でできることは民でということもあっ

て設立された団体でございまして、その設立

目的が市民会館の運営目的と適合するという

ことで、本市のスポーツ事業の受け皿的な意

味合いもありまして、本市としては、積極的

に今まで活用してきたわけでございます。橋

本市文化スポーツ振興公社は地域密着型とい

うことで、いろんな事業に取り組んで、本市

の文化、スポーツにつきまして貢献をしてく

れていると考えておりますので、なるべくな

ら、橋本市文化スポーツ振興公社を活用して

いきたいと思いますが、その他の公募等の点

につきましても、考える余地はあるかなとい

うふうなことは思っております。いずれにい

たしましても、民間のノウハウをもちまして、

今の現状では市民会館に関しましては、一番

ノウハウを持っているのが橋本市文化スポー

ツ振興公社ということでございますので、本

市としては活用を今後もしていきたいと考え

ております。 

○議長（石橋英和君）17番 松本君。 

○17番（松本健一君）もう一度、最初の利用

者数と実績、24年と25年だけでしたので、そ

の24年が耐震の工事が入っている関係上、下

がっていて、逆に25年が上がっているように

すごく間違いやすいので、できれば、23年も

お示しいただきたいと思います。 

 それと、今回のこの指定に関しては、そも

そも、指定管理者制度自体の導入は選定基準

をしっかりと公表すること、こういったこと

は公正な競争であったり、選定の透明性を確

保していくということについて、総務省から

も調査であったり、通知等が行われてきてい

ると思います。県内で同様の施設で、完全に

民間が指定管理を受けているのが、御坊市市

民文化会館。こちらは、株式会社ハートス、

これ、調べてみると、ビルメンテナンス会社。

田辺市紀南文化会館、株式会社ケイミックス。

こちらのほうは指定管理を全国で31カ所受託

されております。こういった事業を行えると

ころに関しては、競争性があるからこそ市民

へのサービスも拡充していくものだと思いま

す。そういう中では、先ほど余地があるのか
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なというふうにおっしゃいましたけれども、

ここはまた別の見方をしていかないと、収益

性を高めることは市民のためになるという、

直結していると思いますので、この市民会館

もアザレアのほうも含めて、今後の選定をし

っかりとしていっていただきたいと思います

が、今後の考え方に関して、再度お尋ねさせ

ていただきます。 

○議長（石橋英和君）総務部長。 

○総務部長（枡谷俊介君）平成23年度につき

ましてもというお話でございましたが、利用

者数につきましては、22年度、23年度改修を

しておりますので、ちょっと数字がありませ

ん。ゼロという数字です。それから、今後の

お話でございますが、いろいろなご意見もお

ありだと思います。ということで、議員のご

意見も伺わせていただいた中で、今後のこと

も検討してまいりたいと思います。 

○議長（石橋英和君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第26号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第44 議案第27号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（石橋英和君）日程第44 議案第27号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第27号に

ついては、経済建設委員会に付託いたします。 

                     

 日程第45 議案第28号 公の施設の指定管

理者の指定について 

○議長（石橋英和君）日程第45 議案第28号 

公の施設の指定管理者の指定について を議

題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 ただ今議題となっております議案第28号に

ついては、総務委員会に付託いたします。 

                     

 日程第46 議案第29号 財産の譲与につい

て 

○議長（石橋英和君）日程第46 議案第29号 

財産の譲与について を議題といたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第29号に

ついては、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の立場で討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）次に、賛成の立場で討

論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第29号 財産の譲与について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

 日程第47 選第１号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

○議長（石橋英和君）日程第47 選第１号 人

権擁護委員候補者の推薦について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております選第１号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本件に反対の立場で討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）次に、賛成の立場で討

論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより選第１号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

                     

 日程第48 選第２号 人権擁護委員候補者

の推薦について 

○議長（石橋英和君）日程第48 選第２号 人

権擁護委員候補者の推薦について を議題と

いたします。 

 これより質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております選第２号につ

いては、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、本件に反対の立場で討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）次に、賛成の立場で討

論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 
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 これより選第２号 人権擁護委員候補者の

推薦について を採決いたします。 

 本件はこれに同意することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本件はこれに同意することに決し

ました。 

                     

 日程第49 議案第31号 平成26年度橋本市

一般会計補正予算（第８号）について か

ら、日程第59 議案第41号 和歌山県市町

村総合事務組合の共同処理する事務の変更

及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変

更について までの11件 

○議長（石橋英和君）日程第49 議案第31号 

平成26年度橋本市一般会計補正予算（第８号）

について から、日程第59 議案第41号 和

歌山県市町村総合事務組合の共同処理する事

務の変更及び和歌山県市町村総合事務組合規

約の変更について までの11件を一括議題と

いたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）それでは、追加提案い

たしました議案についてご説明申し上げます。 

 今回、追加提案させていただきました議案

は、平成26年度橋本市一般会計及び特別会計、

企業会計の各補正予算案件が10件、和歌山県

市町村総合事務組合の共同処理する事務の変

更及び和歌山県市町村総合事務組合規約の変

更についての案件が１件、合計11件でござい

ます。 

 議案第31号から議案第40号までは一般会計

及び特別会計、企業会計の各補正予算案件で

あり、11月25日の議会開会日に可決をいただ

きました議案第30号 橋本市報酬及び費用弁

償等支給条例等の一部を改正する条例に基づ

き、特別職や一般職の給与、議員期末手当な

どを補正したものでございます。 

 続きまして、議案第41号でございますが、

和歌山県市町村総合事務組合の共同処理する

事務の変更及び和歌山県市町村総合事務組合

規約の変更についてでございます。 

 これは、串本町古座川町衛生施設事務組合

から平成27年４月１日付で職員を採用するに

あたり、和歌山県市町村総合事務組合が共同

処理をしている常勤の職員に対する退職手当

の支給に関する事務を共同処理したい旨の申

し出があり、同日から共同処理をするため、

和歌山県市町村総合事務組合規約を変更する

ものでございます。 

 以上、議案11件についてご説明申し上げま

した。 

 本議案は、12月議会に当初議案提案後、確

定した事案でございますので、今回追加提案

をさせていただきました。 

 議員各位には、よろしくご審議の上、ご賛

同賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（石橋英和君）市長の説明が終わりま

した。 

 これより、議案第31号から議案第40号まで

の10件について、一括して質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第31号か

ら議案第40号までの10件については、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決
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しました。 

 これより、10件一括して討論を行います。 

 まず、原案に反対の立場で討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）次に、賛成の立場で討

論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第31号 平成26年度橋本市一

般会計補正予算（第８号）について から、

議案第40号 平成26年度橋本市病院事業会計

補正予算（第４号）について までの10件を、

一括して採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第31号から議案第40号までの

10件については原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第41号について質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております議案第41号に

ついては委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員会の付託を省略することに決

しました。 

 これより討論に入ります。 

 まず、原案に反対の立場で討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）次に、賛成の立場で討

論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより議案第41号 和歌山県市町村総合

事務組合の共同処理する事務の変更及び和歌

山県市町村総合事務組合規約の変更について 

を採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

                     

○議長（石橋英和君）以上で本日の日程は終

わりました。 

 お諮りいたします。 

 明12月５日から12月11日までの７日間は委

員会審査等のため休会とし、12月12日午前９

時30分から会議を開くことにいたしたいと思

います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決しました。 

 この際、各委員会の開催日程等について日

程表を配付いたさせます。 

（職員・日程表配付） 

○議長（石橋英和君）配付もれありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（石橋英和君）配付もれなしと認めま

す。 

 各委員会の開催日程等については、ただ今

配付いたしました一覧表のとおりであります

ので、ご出席願います。 
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 本日は、これにて散会いたします。 

（午後３時48分 散会） 

 

                                          

 


